
１　　重要な会計方針

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法を適用せず、総平均法による原価法を採用している。

(2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法によっている。

(3）リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２　　会計方針の変更

該当なし。

３　　基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

　 科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　投資有価証券 724,981,300    20,000,000     99,390,000     645,591,300    

　定期預金 21,018,700     -                  21,018,700     -                  

　普通預金 -                  100,408,700    -                  100,408,700    

合　　計 746,000,000    120,408,700    120,408,700    746,000,000    

４　　基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

　
科　　目 当期末残高

(うち指定正味財
産からの充当額)

(うち一般正味財
産からの充当額)

　投資有価証券 645,591,300    (645,591,300) (-)

　普通預金 100,408,700    (100,408,700) (-)

合　　計 746,000,000    (746,000,000) (-)

財務諸表に対する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引(いずれもリース料総額300万円未満の取引）につき、

満期保有目的の債券・・・取得価格と額面金額との差額について重要性が乏しいことから



５　　担保に提供している資産

該当なし。

６　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 727,545         548,266         179,279         

合　　計 727,545         548,266         179,279         

７　　保証債務等の偶発債務

該当なし。

８　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

帳簿価額 時　　価 評価損益

大阪市平成１６年度第５回公募公債 99,600,000     100,837,000    1,237,000

大阪市平成１７年度第３回公募公債 99,210,000     101,499,100    2,289,100

福岡市平成１７年度第５回公募公債 22,965,500     23,633,121     667,621

兵庫県平成１８年度第７回公募公債 100,000,000    104,450,500    4,450,500

東北電力第４６３回普通社債 20,000,000     20,202,000     202,000

愛知県平成２１年度第８回公募公債 99,910,000     106,091,100    6,181,100

第３１２回利付国債 54,975,800     58,182,960     3,207,160

名古屋市第４７４回公募公債 99,950,000     106,100,000    6,150,000

大阪府第３６８回公募公債 39,980,000     40,550,280     570,280

埼玉県平成２４年度第９回公募公債 9,000,000       9,164,934       164,934

645,591,300    670,710,995    25,119,695

９　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円） 　

金　　額

経常収益への振替額

　　　基本財産受取利息 10,859,600     

10,859,600     合　　　　計

内　　　　容

銘　　　柄

合　　　計
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